
 令和７年青森県スキー選手権兼 

アルペンユース大会開催要項 

  

 

1. 主  催 （一財）青森県スキー連盟・（公財）全日本スキー連盟東北ブロック連合 

2. 後  援 （公財）全日本スキー連盟・青森県教育委員会・（公財）青森県スポーツ協会・ 

大鰐町・大鰐町教育委員会 

3. 主  管 （一財）青森県スキー連盟 

4. 期  日 令和７年１月１４日（火）～１６日（木） 

5. 開 催 地 大鰐町・大鰐温泉スキー場 

6. 競技種目 ジャイアントスラローム・スラローム 

7. 組  別 Ｂ級公認（男女）：  

       Ｋ ２ （ 男 女 ）：中学生（１～３年生）と高校１年生の早生まれ 

8. 競技日程及び会場 

 期   日  開始時間     内      容      会    場  

１月１４日（火） １６：００ チームキャプテン会議・ドロー 鰐 come 

１月１５日（水） 
９：３０ 

１６：００ 

ＧＳ（女子・男子） 

チームキャプテン会議・ドロー 

雨池大回転コース 

鰐 come 

１月１６日（木） ９：３０ ＳＬ（女子・男子） 雨池回転バーン 

  ※TCM はオンラインにて行う。zoom の QR コードは青森県スキー連盟の HP に記載する。 

9. 参加資格  

【Ｂ級公認】 

ＳＡＪアルペン競技者管理登録を完了し、下記の参加資格を有するか、枠内に 

おいて推薦された競技者（有効ポイントリストに登載された者） 

   ①ＳＡＪ強化指定選手及びジュニア強化指定選手 

   ②ＳＡＪ有効ポイントリスト（各種目共通）において男子５０点・女子１００点以内の者 

   ③東北ブロック内登録選手でＳＡＪ有効ポイントリスト（各種目共通）男子６０点、 

女子１２０点以内の者 

   ④東北ブロックの各県推薦枠は①～③と別枠で男女それぞれ２０名以内とする〔各県推 

薦枠内で当該県出身の学連選手を男女それぞれ１０名まで推薦することができる〕 

   ⑤各ブロック及び学連の推薦参加枠は男女とも１５名以内とする（ブロック長の推薦書添付） 

⑥開催地スキー連盟推薦選手（競技会を開催する県の所属選手に限る） 

   ⑦下記項目１５（個人情報取り扱い）を了承した者 

   ⑧選手権とユースレースは兼ねて出場することはできません。 

   【Ｋ２】 

①  ２０２４／２０２５年度のＳＡＪ会員登録及び競技者管理登録を完了している者 

②下記項目１５（個人情報取り扱い）を了承した者  

③コーチまたは保護者が引率できる者 

10. 競技規則 この要項に定める以外は、ＳＡＪ競技規則最新版による。 

11. 表  彰 第１位から第３位まで。（公式成績発表後に賞状を配付する） 

       「大会事務局は、一般財団法人青森県スキー連盟とする（℡0172-48-3490）」 

12. 申し込み 所定の用紙（SAJ エントリーフォーム） に必要事項を記入し、東北ブロック

は各県毎、東北ブロック以外は各加盟団体毎（大学生は各大学毎）に申し込む。 

①締切り 令和７年１月４日(土) 

②申込先 ０３８－０２２１ 

大鰐町虹貝字清川 113-115 

         一般財団法人青森県スキー連盟内 

         令和７年青森県スキー選手権大会事務局宛  

 



 

13. 参 加 料  Ｂ級 １種目５，０００円  

Ｋ２ １種目４，０００円 

申し込み後下記口座に振込みのこと（現金書留も可） 

 

振込み口座  青森銀行大鰐支店 普通 ６５２９８ 

       一般財団法人青森県スキー連盟 会長 千葉耕悦 

 

14．傷害保険 出場者は SAJ スキー安全会保険、又はこれに準ずる傷害保険に必ず加入のこと 

      「競技中の選手の事故については、応急処置を行うが責任は一切負わない」 

15.個人情報の取り扱いについて 

       申込で記入した個人情報については、大会事務処理等（公開印刷物を含む）と

公式ホームページの公式記録・競技者リストやメディア関係に競技者コード・

氏名・所属チーム・記録の掲載に使用することに限定し、ＳＡＪを除く第三者

への提供はしない。但し、警察・行政等の法的手段による情報開示の請求はこ

の限りではない。 

16. そ の 他  

①ジュニア選手には、コーチまたは引率者が必ずつくこと 

   ②納入された参加料はいかなる場合にも返却しない 

   ③特筆事項は申込書備考欄及び別紙に記入し申し添えること 

④競技会前日にオンラインドローを行なうので、キャプテンミーティングに参加の 

義務がある。 

   ⑤開会式（開始式）には選手は全員参加のこと。 

   ⑥上記１５項目については申込をした時点で了承済みとして扱う。 

   ⑦宿泊については各自・各チームで手配すること。 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


